
申請書
令和　　年　　月　　日

新潟地域振興局地域整備部長　　様

　　　　　　　　　　　　（申請者）  郵便番号

　    　　　  住　　所
商号又は名称
代表者
入札整理番号
　地域貢献地元企業の認定について、以下の要件のうち一つ以上の実績を有しているので、関係書類を添えて申請します。

※　該当する(1)～(4)、Ａ～Ｅ、ア～ウのうち、該当する項目をいずれか１つを○で囲むこと。ただし、(1)～(4)の実績がある場合は、先に(1)～(4)に○をすること。）
１　過去５年度（申請日の属する年度の前年度から遡って５年間。以下同じ。）内に、新潟地域振興局地域整備部（以下「新潟地域整備部」という。）管内において、次の(1)から(4)に掲げるいずれかの実績を有する。

　　ただし、県管理施設とは、道路、河川等直接県民の共同使用に供される土木系の県管理施設に限る。

(1) 県管理施設の除雪

(2) 平常時の県管理施設の点検・パトロール

(3) 災害発生前後の県管理施設の点検・被害状況調査

(4) 国又は地方公共団体から直接請け負った災害発生直後の緊急の維持管理業務（通行止めバリケード設置など）又は応急工事

２　１に掲げる実績が無い場合において、過去5年度内に、新潟地域整備部管内において、次のＡからＥに掲げるいずれかの実績を有する。

Ａ　災害時の応援業務に関する協定により、県への応援体制をとっている。
Ｂ　県の指示書による業務又は除草・伐木業務
Ｃ　新潟市管理道路の除雪
Ｄ　消防団協力事業所として市町村から認定を受けている。
Ｅ　地域貢献に関わる、ＳＤＧｓ達成に向けた取組（新潟県ＳＤＧｓ推進建設企業登録制度の登録を受けている者に限る。）
３　１、２に掲げる実績が無い場合において、過去5年度内に、別表に掲げるア～ウのいずれかの実績を、対応する管内において有する。

ア　土地改良区から直接請け負った農地・農業用施設の保全・耕作放棄防止活動又は維持管理活動（当該施設等の保全活動組織と協働で実施した活動を含む。）等
イ　森林整備活動等

ウ　港湾施設などの除雪等
添付資料（各１部）
・　次のいずれか、要件に該当することを証する書類
(1)～(4)、Ａ～Ｂ
契約書、請書、指示書又は県との防災協定書などの写し

Ｃ

契約書及び除雪路線図等（新潟地域整備部管内の実績確認書類）の写し

Ｄ

消防団協力事業所であることを理由に申請する場合の添付書類とし



　　　ては、市町村が発行する認定証明書又は認定証
Ｅ　　　　　　　新潟県ＳＤＧｓ推進建設企業登録制度に基づく登録証の写し及　　　　　　　　　　　　　び地域貢献に関わる、ＳＤＧｓ達成に向けた取組を確認できる資料　
ア～ウ

契約書の写しなど活動実績を審査できる書類
・　従たる営業所調書及び従たる営業所が、新潟地域整備部管内で10年以上営業していることを証する書類（新潟域整備部管内に主たる営業所を有する者は提出不要です。）
別表

	
	管　　内
	実　　績

	ア
	新潟地域振興局農林振興部（農地関係）管内（新潟市(阿賀野川右岸の地域、秋葉区及び巻農業振興部の管内を除く。)）

新潟地域振興局巻農業振興部（農地関係）管内（新潟市西区、西蒲区、南区のうち旧味方村及び旧月潟村の区域、燕市及び西蒲原郡）
	・土地改良区から直接請け負った農地・農業用施設の保全・耕作放棄防止活動又は維持管理活動（当該施設等の保全活動組織と協働で実施した活動を含む。）又は、１(3)、(4)に掲げる実績（(3)に掲げる県管理施設は、排水機場などの農地系施設に限る。(4)については、土地改良区から直接請け負ったものも含める。）

	イ
	新潟地域振興局農林振興部（林業関係）管内（新潟市、　新発田市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡）
	・森林整備活動等又は、１(4)に掲げる実績

	ウ
	新潟地域振興局新潟港湾事務所管内（港湾法による新潟港港湾区域並びに同港臨港地区及び同港港湾隣接地域の区域）
	・港湾施設などの除雪又は、１(2)～(4)に掲げる実
績（(2)～(3)の県管理施設は、港湾施設などに限る。）


※以下は、新潟地域整備部管内に主たる営業所を有する者は提出不要です。

従たる営業所調書
「県内に主たる営業所があり、かつ、新潟地域整備部管内に１０年以上従たる営業所（以下「当該営業所」という。）がある者」の場合は、次欄に記入し、当該営業所が１０年以上営業していることを証する書類（直近の建設業許可申請書に添付されている「営業の沿革」の写し等）を提出してください。
	主たる営業所の所在地
	所在地：

	当該営業所の所在地、
名称
	所在地：
名　称：

	当該営業所の営業開始時期、期間
	　　　　年　　月から、　　年間


